
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は

　
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確

に
し
、
将
来
に
わ
た
り
、
高
齢
者
の
方
に
安
定

し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

▼
75
歳
以
上
の
方
　
　

▼��

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
、
一
定
の
障

害
が
あ
り
、
加
入
を
希
望
す
る
方

保
険
証
の
更
新
は
８
月
で
す

　
８
月
か
ら
保
険
証
が
変
わ
り
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
に
つ
い
て
は
、
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

　
入
院
・
外
来
の
保
険
適
用
分
の
医
療
費
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
区
分
に
よ
る
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
支
払
い
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
所

得
区
分
に
よ
る
判
定
基
準
が
あ
り
ま
す
の
で
、

下
記
の（
表
１
）を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

※�

発
行
対
象
と
な
る
方
で
、
現
在
、
限
度
額
認

定
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
①
ま
た
は
②

の
申
請
が
必
要
で
す
。
既
に
申
請
済
み
で
、

引
き
続
き
対
象
の
方
に
は
、
各
認
定
証
を
保

険
証
に
同
封
し
て
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、既
に
マ
イ
ナ
保
険
証（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
）を
ご
利
用
の
方
は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

①
限
度
額
適
用
認
定
証（
現
役
並
み
所
得
者
）

②�

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
減
額
認
定
証

　（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　
被
保
険
者
の
保
険
証（
代
理
申
請
の
場
合
は

　
代
理
人
の
身
分
証
も
必
要
で
す
）

保
険
料
の
納
付

　
納
付
方
法
は
大
き
く
分
け
て
次
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
。

■�

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
年
金
か
ら
自
動
的
に
保
険
料
を
天
引
き
す

る
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
と
い
い
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
方
は
、
原

則
と
し
て
年
金
天
引
き
で
納
め
ま
す
。

※�

こ
の
方
法
に
よ
る
支
払
い
の
場
合
は
、
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

年
金
天
引
き
が
始
ま
る
ま
で
の
一
定
期
間

は
、
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
期

間
が
発
生
し
ま
す
。
な
お
、
年
金
天
引
き

の
開
始
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
、
文
書
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■�

普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）

　
市
役
所
か
ら
自
宅
に
郵
送
さ
れ
た
納
付
書

や
金
融
機
関
へ
の
手
続
き
に
よ
る
口
座
振
替

で
保
険
料
を
支
払
う
納
付
方
法
を
普
通
徴
収

と
い
い
ま
す
。（
納
期
は
左
下（
表
２
）の
と
お

り
で
す
）

※�
年
齢
到
達
や
転
入
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に

後
期
高
齢
者
医
療
の
対
象
に
な
っ
た
方
な

ど
が
対
象
で
す
。

期 別 納 期 限

第 1期

令和
6年

7/31（水）

第 2期 9/2（月）

第 3期 10/31（木）

第 4期 12/2（月）

第 5期 令和
7年

1/31（金）

第 6期 2/28（金）

（表２）普通徴収の納期

所得区分 基　準 限度額証などの
発行と申請 認定証

現役並み所得者Ⅲ 課税所得 690 万円以上 × ―

現役並み所得者Ⅱ 課税所得 380 万円以上
○ ①

現役並み所得者Ⅰ 課税所得 145 万円以上

一般Ⅱ 課税所得 28万円以上
× ―

一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所
得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方

低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税

○ ②
低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で世
帯の所得が一定の基準以下の
方と、老齢福祉年金受給者

（表１）限度額適用認定証などに該当する場合の判定基準
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へ

■ 令和６年 12 月２日（月）からの現行の保険証の取り扱いについて
　現行の保険証は、12月２日に廃止となります。
　医療機関での受診の際は、｢マイナ保険証｣をご利用ください。
　また、12月１日時点でお手元にある保険証は、有効期限の令和７年７月
31日までご利用いただけます。
　（12月２日以降、｢マイナ保険証｣を保有していない方には｢資格確認証｣
が郵送されますので、引き続き医療機関への受診が可能です）
※マイナ保険証の登録状況などは、マイナポータルで各自ご確認ください。
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後期高齢者医療保険料のお知らせ

　保険料は、所得に応じて軽減される場合や被扶養者であった方への特例措置として軽減される場合があります。

（１）所得に応じた｢均等割額｣の軽減措置
　　同一世帯の被保険者全員および世帯主の所得金額の合計に応じて均等割額が軽減されます。

　後期高齢者医療保険では、皆さんの医療費の動向などを踏まえ、
２年ごとに保険料の見直しをすることになっています。
　

後期高齢者医療保険料のお知らせ

2

3

同一世帯内の被保険者および世帯主の
軽減対象所得金額（※ 3）の合計 軽減割合 軽減後保険料

43 万円（※ 4）以下 ７割軽減 17,900 円

43 万円（※４）＋ 29.5 万円×（被保険者数）以下 ５割軽減 29,900 円

43 万円（※４）＋ 54.5 万円×（被保険者数）以下 ２割軽減 47,900 円

内訳
保険料率

変更前 変更後

均等割額 56,900 円 59,900 円

所得割率 10.88％ 11.72％※ 1

限度額 66万円 80万円※2

令和６年度保険料率

※３ 　軽減対象所得金額は、総所得金額などから公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額です。
※４ 　同一世帯内の被保険者および世帯主で、給与所得者等を有する方が２人以上いる場合は、【43万円＋10万円×（給与
　　 　所得者等の人数－1人）】となります。
　　 　なお、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

保険料の軽減

　保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する｢所得割額｣の合計です。 
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

均等割額
（1人当たりの額）

59,900円

１年間の保険料
（限度額　80万円※2）

所得割額
（本人の所得に応じた額）

[昨年の所得－基礎控除額43万円（注）]
×所得割率11.72%※1

保険料の計算方法

（注）前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基準控除額が異なります。
【激変緩和措置】

※１　総所得金額等－基礎控除額が58万円以下の方は令和６年度のみ10.82%。
※２　令和６年３月31日時点で75歳以上である方または障害認定による加入者は令和６年度のみ73万円。

（２）被扶養者だった方の軽減

　被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険（協会
けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など）の被扶
養者であった方は、資格取得後２年を経過する月まで
の間に限り、均等割額が５割軽減されます。（所得割額
は課されません）
※前述の所得に応じた均等割額の軽減措置に該当する
　方は、軽減割合の大きい方が優先となります。

決定通知書が届いたら、まず確認！
　保険料の納付方法について、｢今までどおり年金か
ら引かれるだろう｣、｢口座振替されるだろう｣と思わ
れていませんか。
　所得の変更や世帯構成の変更などにより、納付方法
が変わる場合があります。
　決定通知書が届いたら、封筒に納付書が入っていな
いか、必ず確認してください。

保険料率1
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